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住民登録

手続・必要なもの 届出人

届出に基づき、火葬許可証を交付します。
※閉庁時は市役所時間外窓口で受け付けます。

▼必要なもの
□ 死亡届

（医師が作成した死亡診断書、または死体検案書）
※成年後見人・保佐人・補助人が届出人になる場合は登記

事項証明書（原本）
※届出できるのは、死亡地・亡くなられた方の本籍地・届出

人の所在地です。

親族、同居者、家屋管理人、
成年後見人・保佐人・補助人

問合せ先

市民税務課市民窓口係
0258-62-1700

期限

亡くなられたことを知った日から 7 日以内

（１）死亡届

手続・必要なもの 届出人

印鑑登録をされていた方が亡くなられた時は、無効になり
ますので、返還あるいは、使用できないようにハサミを
入れるなどしてください。

▼必要なもの
□ 印鑑登録証

親族など

問合せ先

市民税務課市民窓口係
0258-62-1700

期限

──

（２）印鑑登録証の返還

手続・必要なもの 届出人

各カードをお持ちの方が亡くなられた時は、無効になります。
各種手続きでマイナンバーが必要になる場合がありますの
で、1 年程度経過した段階で返納してください。

▼必要なもの
□ マイナンバーカード、通知カード
※亡くなられた方のマイナンバー入り住民票を取得する

ことはできません。

親族など

問合せ先

市民税務課市民窓口係
0258-62-1700

期限

──

（３）マイナンバーカードなどの返納

市役所での手続
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住民登録

手続・必要なもの 請求者

亡くなられたことが記載された戸籍証明書は、死亡届出が
されてから、概ね 10 日から 2 週間後程度でご請求していた
だくことができます。

▼必要なもの
□ 本人確認書類
※本籍地が市外の場合、顔写真付きの本人確認書類が必要

です。

戸籍に記載されている方
またはその配偶者、直系の親族（父母・
祖父母 ･ 子・孫）

問合せ先

市民税務課市民窓口係
0258-62-1700

期限

──

（４）戸籍証明書の取得

MEMO  
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税金

手続・必要なもの 届出人

軽自動車の承継につき相続があった場合、相続人代表者
指定届を御提出いただきます。

▼必要なもの
□ 相続人代表者指定届

相続人代表者または相続人

問合せ先

市民税務課民税係
0258-62-1700

期限

相当な期間（概ね 3 ヶ月）

（１）軽自動車相続人の代表者の指定

手続・必要なもの 届出人

次の車両の所有者が亡くなられたとき
原動機付自転車（総排気量 125 ｃｃ以下のオートバイ・ミニ
カー）小型特殊自動車（農耕用車両・フォークリフトなど）

▼必要なもの
【原動機付自転車・小型特殊自動車】

□ 軽自動車税（種別割）申告（報告）書兼標識交付申請書
□ 軽自動車税（種別割）廃車申告書兼標識返納書
□ 標識（ナンバープレート）（廃車の場合）
□ 手続きに来る方の本人確認ができるもの

相続人代表者または相続人

問合せ先

市民税務課民税係
0258-62-1700

期限

15 日以内

（２）原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車・名義変更

手続・必要なもの 届出人

次の車両の所有者が亡くなられたとき
・３輪以上の軽自動車
・２輪の軽自動車（総排気量125ccを超え、250cc以
  下のもの）

・２輪の小型自動車（総排気量250ccを超えるもの）

▼必要なもの
【３輪以上の軽自動車】

軽自動車検査協会新潟主管事務所長岡支所へお問
い合わせください。

【２輪の軽自動車及び２輪の小型自動車】
北陸信越運輸局新潟運輸支局長岡自動車検査登録
事務所へお問い合わせください。

相続人代表者または相続人

問合せ先

市民税務課民税係
0258-62-1700

【3 輪以上の軽自動車】
軽自動車検査協会 新潟主管事務所 長岡支所
050-3816-1851

【２輪の軽自動車及び２輪の小型自動車】
北陸信越運輸局 新潟運輸支局
長岡自動車検査登録事務所
050-5540-2041

期限

15 日以内

（３）軽２輪・２輪の小型自動車、軽自動車の廃車・名義変更
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税金

手続・必要なもの 届出人

土地、家屋の所有者が亡くなられたときに提出していただ
く書類です。

▼必要なもの
□ 現所有者申告書（兼代表相続人指定届）

相続人代表者または相続人

問合せ先

市民税務課資産税係
0258-62-1700

期限

相当な期間（概ね 3 ヶ月）

（４）固定資産の現所有者（兼代表相続人指定届）

手続・必要なもの 届出人

市税などの未納がある方が亡くなられた場合。

▼必要なもの
□ 手続きに来る方の本人確認ができるもの

相続人代表者・納税管理人など

問合せ先

市民税務課管理税収係
0258-62-1700

期限

速やかに

（５）納税に関する相談

手続・必要なもの 届出人

市税等振替口座の名義人が亡くなられた場合、口座が使用
不可となるため変更もしくは解約が必要となりますので、
金融機関で手続きください。

▼必要なもの
□ 市税等口座振替依頼書（兼自動払込利用申込書）
□ 手続きに来る方の本人確認ができるもの

【口座変更を行う場合】
□ 変更を希望する銀行口座の通帳またはキャッシュカード
□ 銀行届出印
※手続き書類は市内金融機関にもあります。

納税義務者・相続人代表者・
納税管理人など

問合せ先

市民税務課管理税収係
0258-62-1700

期限

速やかに

（６）市税等口座振替の変更・解約

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き

委
任
状

広
告
掲
載
事
業
者

相
続
に
つ
い
て

各
種
手
続
き



9

健康保険と年金

手続・必要なもの 届出人

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたとき、葬
儀を行った方に 5 万円を支給します。

▼必要なもの
□ 申請者（葬儀を行なった方）の本人確認書類
□ 申請者（葬儀を行った方）の口座番号が分かるもの

（預金通帳・キャッシュカードなど）
□ 後期高齢者医療資格確認書または資格情報のお知らせ
　（亡くなられた方のもの）
※葬祭費の請求のほかに、相続人申立ての手続きも必要と

なります。

葬儀を行った方（葬儀を行った方以外
が持参する場合は、葬儀を行なった方
の印鑑が必要です。また、葬儀を行っ
た方以外の口座への振込を希望する
場合は、委任状が必要です。）

問合せ先

健康福祉課国民健康保険係
0258-61-1380
※市民税務課市民相談係でも受付できます。

期限

葬儀を行った日の翌日から 2 年以内

（１）【後期高齢者医療】 ①葬祭費の請求

手続・必要なもの 届出人

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたとき、相続
人代表者を定めるために提出していただきます。

▼必要なもの
□ 相続人代表の方の口座番号が分かるもの

（預金通帳・キャッシュカードなど）

相続人代表の方
（相続人代表の方以外の口座への振込を

希望する場合は、委任状が必要です。）

問合せ先

市民税務課民税係
0258-62-1700

期限

相続人代表者が決まり次第、速やかに

（１）【後期高齢者医療】 ②相続人申立ての手続き
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手続・必要なもの 届出人

国民健康保険の被保険者が亡くなられたとき、葬儀を行った
方に 5 万円を支給します。

▼必要なもの
□ 申請者（葬儀を行った方）の本人確認書類
□ 申請者（葬儀を行った方）の口座番号が分かるもの

（預金通帳・キャッシュカードなど）
□ 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
　（亡くなられた方のもの）
※会社を退職後、3 ヶ月以内に亡くなられた方は以前に加入

していた健康保険から支給されます。

葬儀を行った方（葬儀を行った方以外
が持参する場合は、葬儀を行った方
の印鑑が必要です。また、葬儀を行
った方以外の口座への振込を希望す
る場合は、委任状が必要です。）

問合せ先

健康福祉課国民健康保険係
0258-61-1380
※市民税務課市民相談係でも受付できます。

期限

葬儀を行った日の翌日から 2 年以内

手続・必要なもの 届出人

国民健康保険の被保険者が亡くなられたとき、相続人代表
者を定めるために提出していただきます。

▼必要なもの
□ 相続人代表の方の口座番号が分かるもの

（預金通帳・キャッシュカードなど）

相続人代表の方
（相続人代表の方以外の口座への振込を

希望する場合は、委任状が必要です。）

問合せ先

市民税務課民税係
0258-62-1700

期限

相続人代表者が決まり次第、速やかに

（2）【国民健康保険】①葬祭費の請求

（2）【国民健康保険】②相続人申立ての手続き

健康保険と年金
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健康保険と年金

手続・必要なもの 届出人

年金を受けている方が亡くなられたとき、支払われるはず
の年 金 が 残 っ て い た と き は、 遺 族 が 未 支 給 年 金 の 請 求
ができます。

▼必要なもの
お手続き内容によって必要なものが異なりますので、市民
税務課市民相談係にお問い合わせください。
市民税務課市民相談係では、年金事務所に確認のうえ、手
続き内容、必要書類及び提出窓口について、個別にご案内
します。
必要書類は、年金確認表（P.16 － A）をご確認ください。

年金を受けている方が亡くなられた当
時、その方と生計を同一にしていた
①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄
弟姉妹⑦その他①～⑥以外の 3 親等内
の親族の中で優先順位の高い方

問合せ先

市民税務課市民相談係
0258-62-1700

【厚生年金の方】
三条年金事務所　お客様相談室
0256-32-2820

期限

受給権者の年金の支払いの翌月 1 日
から 5 年以内

（４）未支給年金の請求

手続・必要なもの 届出人

年金を受けている方が亡くなられたときに届出をします。
※日本年金機構に個人番号（マイナンバー）が収録されてい
る方は、原則として省略できます。

▼必要なもの
□ 亡くなられた方の年金証書
□ 死亡の事実を確認できる書類（除票・戸籍抄本・死亡診断書

（写し可）などのうち、いずれかの書類）

遺族など

問合せ先

市民税務課市民相談係
0258-62-1700

【厚生年金の方】
三条年金事務所　お客様相談室
0256-32-2820

期限

【国民年金】
死亡日から 14 日以内

【厚生年金】
死亡日から 10 日以内

（３）年金受給権者死亡届
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健康保険と年金

手続・必要なもの 届出人

国民年金の第１号被保険者として保険料を納付月数（保険料 4
分の１免除期間の 4 分の３に相当する月数、保険料半額免
除期間の 2 分の１に相当する月数、保険料 4 分の３免除期
間の 4 分の１に相当する月数を合わせた期間）が 36 月以上あ
る方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取ることなく亡
くなられたときに請求できます。
※死亡一時金と寡婦年金の両方に該当する場合はどちらか

一方を選択します。

▼必要なもの
お手続き内容によって必要なものが異なりますので、市民
税務課市民相談係にお問い合わせください。
市民税務課市民相談係では、年金事務所に確認のうえ、手
続き内容、必要書類及び提出窓口について、個別にご案内
します。

必要書類は、年金確認表（P.16 － B）をご確認ください。

亡くなられた方と生計を同一にしていた
①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母
⑥兄弟姉妹の中で優先順位の高い方

問合せ先

市民税務課市民相談係
0258-62-1700
三条年金事務所　お客様相談室
0256-32-2820

期限

死亡日の翌日から 2 年以内

（５）死亡一時金の請求
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健康保険と年金

手続・必要なもの 届出人

国民年金の第 1 号被保険者の夫が亡くなられたとき次の要
件をすべて満たしている妻が 60 歳から 65 歳になるまでの
間受け取れます。
◎亡くなられた夫の要件

・亡くなられた夫に、第 1 号被保険者としての保険料納付期
間または保険料免除期間が 10 年以上あること

・亡くなられた夫が老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給
を受けていないこと

※死亡一時金と寡婦年金の両方に該当する場合はどちらか
一方を選択します。

▼必要なもの
お手続き内容によって必要なものが異なりますので、市民
税務課市民相談係にお問い合わせください。
市民税務課市民相談係では、年金事務所に確認のうえ、手
続き内容、必要書類及び提出窓口について、個別にご案内
します。

必要書類は、年金確認表（P.16 － C）をご確認ください。

夫が亡くなられた当時、亡くなられた
夫と 10 年以上継続して婚姻関係にあ
り、生計を維持されていた 65 歳未満
の妻（妻自身の老齢基礎年金受給前で
あること）

問合せ先

市民税務課市民相談係
0258-62-1700
三条年金事務所　お客様相談室
0256-32-2820

期限

死亡日の翌日から 5 年以内

（６）寡婦年金の請求
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健康保険と年金

手続・必要なもの 届出人

次のいずれかに該当する方が亡くなられたときに子のある
妻または子のある夫、子に遺族基礎年金が支給されます。
1）国民年金の被保険者である間に亡くなられた方（保険料納

付要件あり）
２）国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を有し、

60 歳以上 65 歳未満の方（保険料納付要件あり）
３）老齢基礎年金の受給権者（保険料納付済期間と保険料免除

期間などを合算した期間が 25 年以上ある方）であった方
４）保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間

が 25 年以上ある方

▼必要なもの
お手続き内容によって必要なものが異なりますので、市民
税務課市民相談係にお問い合わせください。
市民税務課市民相談係では、年金事務所に確認のうえ、手
続き内容、必要書類及び提出窓口について、個別にご案内
します。
必要書類は、年金確認表（P.16 － D）をご確認ください。
　

亡くなられた方に生計を維持されていた
子のある配偶者または子
※子の条件
① 18 歳到達年度の年度末を経過してい
ないこと
② 20 歳未満で障害年金 1 級または 2 級
に該当すること

（①②共通）婚姻していないこと

問合せ先

市民税務課市民相談係
0258-62-1700
三条年金事務所　お客様相談室
0256-32-2820

期限

死亡日の翌日から 5 年以内

（７）遺族基礎年金の請求
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健康保険と年金

手続・必要なもの 届出人

次のいずれかに該当する方が亡くなられたときに生計を維
持されていた遺族に遺族厚生年金が支給されます。
１）厚生年金の被保険者が亡くなられたとき（保険料納付要

件あり）
２）厚生年金の被保険者期間中の傷病がもとで初めて医師

の診察を受けた日から 5 年以内に亡くなられたとき（保
険料納付要件あり）

３）１級・２級の障害厚生（共済）年金を受給している方または
受給権がある方が亡くなられたとき

４）老齢厚生（共済）年金の受給権者または保険料納付済期間
と保険料免除期間などを合算した期間が 25 年以上ある方
が亡くなられたとき

▼必要なもの
お手続き内容によって必要なものや手続き窓口が異なります。
加入していた年金が厚生年金の方は年金事務所、共済組合の方
は加入していた共済組合にお問い合わせください。

□ 亡くなられた方の年金証書
□ 死亡診断書の写し
□ 亡くなられた方と請求者の身分関係を明らかにする戸籍

謄（抄）本
※請求者の戸籍謄（抄）本で亡くなられた方との続柄が確認
できない場合は、併せて関係が確認できる戸籍謄（抄）本

□ 請求者名義の振込先口座の通帳
□ 請求者の個人番号が分かるもの（マイナンバーカードなど）
□ 請求者の本人確認ができるもの
□ 亡くなられた方と請求者が住民票上の住所を異にする場合

は、「生計同一関係に関する申立書」

年金確認表（P.16 － E）をご確認ください。　

亡くなられた方によって生計を維持され
ていた配偶者（夫は 55 歳以上）、子、55
歳以上の父母、孫、55 歳以上の祖父母
※子、孫の条件
① 18 歳到達年度の年度末を経過して
いない方
② 20歳未満で障害年金の障害等級1級・
２級の方

（①②共通）共通
婚姻していないこと

問合せ先

【厚生年金の方】
三条年金事務所　お客様相談室
0256-32-2820

【共済組合の方】
加入していた共済組合にお問い合わせ
ください

期限

死亡日の翌日から 5 年以内

（８）遺族厚生年金の請求
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A: 未支給年金　B: 死亡一時金　C: 寡婦年金　D: 遺族基礎年金　E: 遺族厚生年金
●＝持参するもの　

※厚生年金加入者・受給者の方は年金事務所へお問い合わせください。
ご遺族の状況などにより、必要書類が異なる場合があります。

▶ 年金確認表　必要書類一覧

A B C D E 　　必要書類

● ● ● ● ● ① 年金手帳または基礎年金番号通知書
　（亡くなられた方のもの）

● ● ● ● ● ② 年金証書（亡くなられた方のもの）
　※亡くなられた方が年金を受給していた場合　

● ● ● ● ● ③ 請求者名義の預金通帳

● ● ● ● ● ④ 請求者の本人確認書類（運転免許証、パスポートなど）

● ● ● ● ● ⑤ 請求者のマイナンバーカードまたは通知カード
    （D のみ加算額対象者全員が必要）

● ● ● ● ● ⑥ 亡くなられた方の住民票除票（死亡日及び続柄などが記載
　 されているもの） ★

● ● ● ● ● ⑦ 請求者の世帯全員が記載されている住民票
　 （続柄などが記載されているもの） ★

● ⑧ �亡くなられた方と請求者及び加算額の対象者全員との身
分関係を明らかにできる戸籍謄本 ★

● ● ● ●
⑨ �亡くなられた方と請求者との身分関係を明らかにできる

戸籍謄本など（請求者：配偶者 A 〜 C 及び配偶者と 20
歳以下の子 E の方は、不要の場合があります。）

★

● ● ● ● ●
⑩ 生計同一関係に関する申立書
    （亡くなられた方と請求者が同住所、同一世帯の場合など
     は不要の場合があります）

● ● ● ⑪ 死亡診断書（写し可）

● ● ● ⑫ 請求者の所得証明書（（非）課税証明書など） ★

● ⑬ 学生証または在学証明書（高校生の場合） ★

● ● ● ⑭ 死亡の原因が第三者行為による場合（別途書類必要）

● ● ● ● ● ⑮ 委任状
　（請求者本人が年金事務所などへ手続きに行けない場合）

★マイナンバーカードまたは通知カードをご持参いただければ、⑥⑦⑧⑨⑫⑬は省略できる場合があります。

なお、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致していれば、マイナンバー
を証明する書類として通知カードを使用できます。
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障害福祉

手続・必要なもの 届出人

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ち
の方が亡くなられたときに必要となります。

▼必要なもの
□ 各種障害者手帳

親族、後見人など

問合せ先

健康福祉課障害福祉係
0258-61-1380

期限

速やかに

（１）各種手帳の返還

手続・必要なもの 届出人

心身障害者福祉手当、特別障害者手当、障害児福祉手当を
受給している方が亡くなられたときに必要となります。

▼必要なもの
手当の種類や亡くなられた方によって異なりますので、
健康福祉課障害福祉係にお問い合わせください。

親族、後見人など

問合せ先

健康福祉課障害福祉係
0258-61-1380

期限

速やかに

（２）各種手当の消滅

手続・必要なもの 届出人

重度心身障害者医療費助成、自立支援医療（精神通院医療、
更生医療、育成医療）を受けている方が亡くなられたときに
必要となります。

▼必要なもの
□ 各種受給者証

親族、後見人など

問合せ先

健康福祉課障害福祉係
0258-61-1380

期限

速やかに

（３）各種医療券・受給者証の返還
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介護保険

手続・必要なもの 届出人

介護保険の被保険者が亡くなられたときに返納ください。
介護サービスをご利用中の方はケアマネージャーにも連絡
を入れるようにしてください。

▼必要なもの
□ 介護保険被保険者証
□ 介護保険負担割合証※

□ 介護保険負担限度額認定証※

※要介護・要支援認定のある方

親族、同居人、相続人、ケアマネー
ジャーなど

問合せ先

健健康福祉課介護保険係
0258-61-1350

期限

期限なし

（１）被保険者証等返納

手続・必要なもの 届出人

介護保険制度の被保険者が亡くなられたとき、相続人代表
を定めるために提出していただきます。

▼必要なもの
□ 相続人代表の方の口座番号が分かるもの

（預金通帳・キャッシュカードなど）

相続人代表の方
（相続人代表の方以外の口座への振込を

希望する場合は、委任状が必要です。）

問合せ先

市民税務課民税係
0258-62-1700

期限

相続人代表者が決まり次第、速やかに

（２）相続人申立ての手続き
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こども

手続・必要なもの 届出人

放課後児童クラブ在籍児童が亡くなられたとき、必要とな
る手続きです。

▼必要なもの
□ 放課後児童クラブ退会届
※その他の必要書類は担当課までお問合せください。

保護者など

問合せ先

こども課保育児童クラブ係
0258-62-1700

期限

速やかに

（１）放課後児童クラブ退会届

手続・必要なもの 届出人

保育園・幼稚園・認定こども園に在園している児童の保護
者などが亡くなられたときに必要な手続きです。

▼必要なもの
□ 支給認定変更申請書
※その他の必要書類は担当課までお問合せください。

保護者など

問合せ先

こども課保育児童クラブ係
0258-62-1700

期限

速やかに

（２）支給認定変更申請書

手続・必要なもの 届出人

保育園に在園している児童が亡くなられたときに必要な
手続きです。

▼必要なもの
□ 退園届
※その他の必要書類は担当課までお問合せください。

保護者など

問合せ先

こども課保育児童クラブ係
0258-62-1700

期限

速やかに

（３）退園届
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こども

手続・必要なもの 届出人

受給者が亡くなられたときに必要となる手続きです。

▼必要なもの
□ 未支払児童手当請求書
□ 児童手当認定請求書
□ 新たに受給者になる方の口座確認書類
□ 支給対象児童名義の口座確認書類
□ 新たに受給者になる方と配偶者のマイナンバーの分かる

もの

※その他の必要書類は担当課までお問合せください。

新たに受給者になる方

問合せ先

こども課子育て応援係
0258-62-1700

期限

死亡日の翌日から 15 日以内

（４）児童手当の認定請求及び未支払児童手当請求

手続・必要なもの 届出人

対象児童の死亡に伴い必要となる手続きです。

▼必要なもの
□ 児童手当額改定届または児童手当消滅届

※その他の必要書類は担当課までお問合せください。

受給者

問合せ先

こども課子育て応援係
0258-62-1700

期限

速やかに

（５）児童手当の額改定または消滅届

手続・必要なもの 届出人

18 歳に達する日以降の最初の 3 月 31 日まで（児童に基準以上
の障害がある場合は 20 歳未満まで）の児童を監護している
父または母などが亡くなられたとき。

▼必要なもの
□ ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書（同意書（請求

者及び扶養義務者））
□ 加入医療保険の分かるもの（請求者及び子）
□ マイナンバーの分かるもの（申請者、子及び扶養義務者）

※その他の必要書類は担当課までお問合せください。

新たに対象児童を監護（養育）する方

問合せ先

こども課子育て応援係
0258-62-1700

期限

死亡日から 14 日以内

（６）ひとり親家庭等医療費助成などの認定請求
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こども

手続・必要なもの 届出人

受給者が亡くなられたときに必要となる手続きです。

▼必要なもの
□ 未支払児童扶養手当請求書
□ 児童の口座確認書
※その他の必要書類は担当課までお問合せください。

死亡届出義務者

問合せ先

こども課子育て応援係
0258-62-1700

期限

死亡日から 14 日以内

（７）児童扶養手当受給者の資格喪失届及び未支払手当請求

手続・必要なもの 届出人

対象児童の死亡に伴い必要となる手続きです。

▼必要なもの
□ 児童扶養手当　額改定届または児童扶養手当資格喪失届
※その他の必要書類は担当課までお問合せください。

受給者

問合せ先

こども課子育て応援係
0258-62-1700

期限

速やかに

（８）児童扶養手当などの額改定届（減額）または資格喪失届

手続・必要なもの 届出人

就学援助費受給申請（受給を希望する場合）により、世帯
全員の所得額が認定基準額以下などの場合、児童・生徒
の保護者に対して学用品費、給食費など、学校で必要な
費用の一部を援助します。

▼必要なもの
□ 就学援助費受給申請書
□振込口座確認書類
□所得課税証明書（市外からの転入者のみ）

※その他の必要書類は担当課までお問合せください。

保護者、親族

問合せ先

学校教育課学校教育係
0258-62-1700

期限

速やかに

（９）就学援助の受給申請
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こども

手続・必要なもの 届出人

特別支援教育就学奨励費受給申請（受給を希望する場合）に
より、世帯全員の所得額が認定基準額以下などの場合、児童・
生徒の保護者に対して学用品費、給食費など、学校で必要
な費用の一部を援助します。

▼必要なもの
□ 特別支援教育就学奨励費受給申請書
□ 振込口座確認書類
□ 所得課税証明書（市外からの転入者のみ）

保護者、親族

問合せ先

学校教育課学校教育係
0258-62-1700

期限

速やかに

（10）特別支援教育就学奨励費の受給申請

相談

手続・必要なもの 届出人

相続などに関する手続きや様々な問題について、ご相談
お受けします。
事前に相談予約お願いします。
市民相談（平日）

法律相談（月 2 回） 原則毎月第 2･4 火曜日の午後

▼必要なもの
特になし。
相続の相談の際は、亡くなられた方を中心とした家系図や
財産などの分かる関係資料をお持ちいただくことをお勧め
します。

市内在住の方

問合せ先

市民税務課市民相談係（市民相談窓口）
0258-62-1700

期限

随時

（１）市民相談
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公営住宅

手続・必要なもの 届出人

公営住宅の入居者が亡くなり、住宅を明渡す必要が発生した
際の手続き。

▼必要なもの
□ 明渡届
※その他の必要書類は担当課までお問合せください。

親族、同居者

問合せ先

建設課監理係
0258-62-1700

期限

速やかに

（１）公営住宅の明渡し

手続・必要なもの 届出人

公営住宅の入居者が亡くなり、住宅の入居者が変更となった
際に必要となる手続き。

▼必要なもの
□ 異動届
※その他の必要書類は担当課までお問合せください。

親族、同居者

問合せ先

建設課監理係
0258-62-1700

期限

速やかに

（２）公営住宅入居者の異動

森林所有

手続・必要なもの 届出人

森林の土地の所有者変更の手続き。

▼必要なもの
□ 森林の土地の所有者届出書
※その他の必要書類は担当課までお問合せください。

親族

問合せ先

農林創生課農林整備係
0258-62-1700

期限

速やかに

（１）森林の土地の所有者変更
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農地所有

手続・必要なもの 届出人

相続登記の完了後、農地法第３条の３第１項の規定による
届出が必要です。

▼必要なもの
□ 農地法第３条の３第１項の規定による届出
□ 農地の権利を取得した状況が分かるもの（登記完了証）

親族

問合せ先

農業委員会庶務係
0258-62-1700

期限

概ね 10 ヶ月以内

（１）農地の相続等の届出

手続・必要なもの 届出人

相続人以外の方が経営主になる場合は、農業経営主の変更
が必要です。

▼必要なもの
□ 農業経営主変更届
□ 印鑑

親族

問合せ先

農業委員会庶務係
0258-62-1700

期限

該当するとき

手続・必要なもの 届出人

農地賃貸借契約の名義人の変更が必要です。

▼必要なもの
□ 農地賃貸借契約の名義人の変更について
□ 印鑑
□ 相続人代表者の方の口座番号の分かるもの

親族

問合せ先

農林創生課農政振興係
0258-62-1700

期限

速やかに

（２）農業経営主変更届

（３）農地中間管理事業における名義人の変更
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上下水道

手続・必要なもの 届出人

給水装置使用者（所有者）変更手続きが必要です。

▼必要なもの
□ 給水装置使用変更届
※その他の必要書類は担当課までお問合せください。

親族

問合せ先

上下水道局
0258-62-1700

期限

速やかに

（１）給水装置使用者（所有者）変更手続き

手続・必要なもの 届出人

ほかに水道使用者がいない場合は、水道閉栓が必要です。

▼必要なもの
□ 水道閉栓申込書
※その他の必要書類は担当課までお問合せください。

親族

問合せ先

上下水道局
0258-62-1700

期限

速やかに

（２）水道閉栓

手続・必要なもの 届出人

排水設備設置義務者の変更手続きが必要です。

▼必要なもの
□ 排水設備設置義務者変更届出書
※その他の必要書類は担当課までお問合せください。

親族

問合せ先

上下水道局
0258-62-1700

期限

速やかに

（３）排水設備設置義務者変更
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上下水道

手続・必要なもの 届出人

浄化槽管理者の変更手続きが必要です。

▼必要なもの
□ 浄化槽管理者変更報告書

※その他の必要書類は担当課までお問合せください。

親族

問合せ先

上下水道局
0258-62-1700

期限

速やかに

（４）浄化槽管理者変更

手続・必要なもの 届出人

浄化槽維持管理補助金申請書の受領資格者の変更が必要
です。

▼必要なもの
□ 浄化槽維持管理補助金申請書記載事項等変更届

※その他の必要書類は担当課までお問合せください。

親族

問合せ先

上下水道局
0258-62-1700

期限

速やかに

（５）浄化槽維持管理補助金申請書の記載事項等の変更

手続・必要なもの 届出人

下水道事業受益者負担金（分担金）を徴収猶予中の土地を所有
していた場合、受益者の変更が必要です。

▼必要なもの
□ 下水道事業受益者変更申告書

※その他の必要書類は担当課までお問合せください。

親族

問合せ先

上下水道局
0258-62-1700

期限

速やかに

（６）下水道事業受益者負担金（分担金）の受益者の変更
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その他

手続・必要なもの 届出人

亡くなられた方が飼い主だった場合、所有者の変更届を提
出してください。

▼必要なもの
□ 犬の登録事項変更届

新しい飼い主となる方

問合せ先

都市環境課環境企画係
0258-62-1700

期限

速やかに

（１）飼い犬の登録事項の変更

手続・必要なもの 届出人

健康運動教室の退会届の提出が必要です。

▼必要なもの
□ 健康運動教室退会届

親族、同居者

問合せ先

健康福祉課健幸づくり係
0258-61-1370

期限

速やかに

（２）健康運動教室退会届

手続・必要なもの 届出人

健幸ポイントの退会届が必要です。

▼必要なもの
□ 健幸ポイント退会届

親族、同居者

問合せ先

健康福祉課健幸づくり係
0258-61-1370

期限

速やかに

（３）健幸ポイント退会届

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き

各
種
手
続
き

委
任
状

広
告
掲
載
事
業
者

相
続
に
つ
い
て



27 28

MEMO  

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き

委
任
状

広
告
掲
載
事
業
者

相
続
に
つ
い
て

各
種
手
続
き



29

故人が働いていた勤務先に対して、死亡退職届の提出や社員証の返却など、必要な手続きが
あります。一般的な手続きについて記載します。

項　目 期　日 備　考

死亡退職届の提出

速やかに

故人が働いていた勤務先に、提出する必要があり
ます。

身分証明書（社員証など）の
返却

健康保険被保険者証やその他、勤務先から貸与を
受けていたものを返却してください。

国民健康保険などへの加入
被扶養者だった場合は、同時に資格を喪失します
ので、資格喪失後は他の医療保険制度へ加入する
必要があります。

最終給与、退職金などの請求
預貯金口座の確認とともに、勤務先に直接ご確認
ください。

埋葬料の請求 2 年以内
協会けんぽ及び、勤務先が加盟している保険組合
などで、埋葬料の請求が可能です。

遺族厚生年金の請求 5 年以内

【手続き先】
故人の勤務先を所管する年金事務所

【必要なもの】
手続き先の年金事務所へお問い合わせください。
参照15ページ

【その他】
遺族厚生年金の受給者には国民年金の遺族基礎
年金も支給されます。

亡くなられた方が会社員だった場合
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亡くなられた方が個人事業主だった場合

故人が個人事業者であり、廃業する場合の一般的な手続きについて記載します。
なお、事業承継する場合については、相続での手続きが必要です。

項　目 期　日 備　考

個人事業者の死亡届出書

速やかに

税務署に提出します。

三条税務署
☎ 0256-32-6211

事業廃止届出書

個人事業の
開業・廃業など届出書

1 ヶ月以内
給与支払事務所などの
開設・移転・廃止届出書

所得税の青色申告の
取りやめ届出書

青色申告を取りやめようとする
年の翌年 3 月 15 日まで

１ 新しい改葬先を確保
改葬先の管理者から下記の書類を発行してもらいます。

・受入証明書　・永代使用許可書

２ 埋葬証明証の取得
現在、埋葬されている墓地の管理者から、埋葬
証明証を発行してもらいます。

３ 改葬許可証の受け取り
永代供養や納骨堂に遺骨を移す際に必要な手続きです。
※散骨や手元供養の場合は不要なことが多いですが、念のため

事前に確認しておきましょう。

▼必要書類
改葬許可申請書・受入証明書・埋葬証明証
▼提出先（受取先）
現在の墓地がある市区町村に提出し、改葬の申請を
行って改葬許可証を受け取ります。

４ 遺骨の取り出し（魂抜き）
住職などにお経を上げてもらって遺骨を取り出し
ます。遺骨の取り出しを石材店にお願いする場合
は、事前にどこにお願いするか決めておきます。

５ 納骨、魂入れ
改葬先に改葬許可証を提出し、納骨を行います。
※手元供養や散骨の場合は異なります。

市民税務課 市民相談係
☎ 0258-62-1700

担当課・問い合わせ先

改葬・墓じまいの手続きについて
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該当事項 ✓ 主な手続き 問い合わせ先

運転免許証 □ 返納手続き

見附警察署 
☎ 0258-63-0110

運転免許センター長岡支所
☎ 0258-22-1050

恩給を受給していた □
総務省恩給相談室へ
お問い合わせください。

総務省恩給相談室 
☎ 03-5273-1400

次のいずれかを持っている

・特定医療費（指定難病）受給者証
・肝炎治療受給者証
・先天性血液凝固因子障害等受給者証
・小児慢性特定疾病医療受給者証
・特定疾病医療受給者証

□
故人の住所地を管轄する
保健所へお問い合わせ
ください。

長岡地域振興局
健康福祉環境部

（保健所） 
☎ 0258-33-4930

被爆者健康手帳を持っている □

預貯金口座など □ 口座凍結解除の手続き 各金融機関

生命保険など □
死亡保険金の請求、
入院給付金の請求など

加入していた生命保険会社
または代理店

損害保険など □ 名義変更、解約など
加入していた損害保険会社

または代理店

月極で駐車場や駐輪場を
利用している

□
定期利用解除には手続きが必要です。
契約先にお問い合わせください。

□

少し落ち着いてから行う市役所外での手続きチェックリスト
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少し落ち着いてから行う市役所外での手続きチェックリスト

該当事項 ✓ 主な手続き 問い合わせ先

国税 □
相続税の手続き
所得税・消費税申告など

所轄の税務署
三条税務署

☎ 0256-32-6211

不動産登記 □
土地・家屋などの所有者
移転（相続）登記など

新潟地方法務局長岡支局
☎ 0258-33-6901

クレジットカード □ 解約

各契約会社

固定電話、携帯電話 □ 契約継承、解約

インターネット □

名義変更、解約
電気・ガス □

ケーブルテレビ □

NHK 受信料 □ ☎ 0120-15-1515

※手続きに必要な書類の中には、市役所で発行できるもの（戸籍・住民票・税関係証明書）が必要と
なる場合があります。各契約会社などにお問い合わせいただいてから、市役所にお越しいただくと
手続きが進めやすくなります。

□

MEMO  

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き

委
任
状

広
告
掲
載
事
業
者

相
続
に
つ
い
て

各
種
手
続
き



33

✓ 項　目 期　日 備　考

□ 相続人の調査・確定

速やかに

相続人を確定させるためには、故人の出生から
死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。役所
の窓口で「相続に使用するため出生から死亡まで
の戸籍謄本が必要です」と申し出れば取得でき
ます。

□ 遺言書の調査

自筆証書遺言は、自宅で探索または法務局で調査
してください。
公正証書遺言は、お近くの公証役場で検索してくだ
さい。

□ 遺言書の検認
法務局以外で発見された自筆証書遺言の場合は、
「未開封」の状態で家庭裁判所の検認が必要と
なります。

□ 相続財産の調査

被相続人の預金通帳及び郵便物から調査し、各
事業者に問合せすることで、相続財産のほとんど
を知ることができます。また、自宅以外の不動産
を所有している場合は、役所で「名寄帳」を取得
することで、課税対象の不動産のすべてを知ること
ができます。

□
遺産分割協議
（協議書の作成）

共同相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する
必要があります。合意後、金融機関や役所などへ
提出する為の遺産分割協議書の作成が必要となり
ます。

□ 相続放棄・限定承認 ３ヶ月以内
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所への申述
が必要となります。申述書の作成など必要な対応
があるため、家庭裁判所にご確認ください。

□

相続に関する手続きチェックリスト
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相続に関する手続きチェックリスト

✓ 項　目 期　日 備　考

□ 所得税の準確定申告 ４ヶ月以内

被相続人に1月1日から死亡日まで所得があった
場合は、相続人が1月1日から亡くなられた日まで
に確定した所得金額及び税額を計算して、相続
の開始があったことを知った日の翌日から４ヶ月以
内に申告と納税をしなければなりません。

□ 相続税の申告・納付 10ヶ月以内

各相続人が相続や遺贈などにより取得した財産の
価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税
の課税対象となります。

基礎控除額＝
3,000万円 ＋ 600万円 × 法定相続人の数

□
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…継承順位第一位

…継承順位第二位

…継承順位第三位

祖父祖父 祖母祖母 曾祖
父母

曾祖
父母

母おじ
おば

おじ
おば

父 おじ
おば

おじ
おば

配偶者兄弟
姉妹

故人兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

甥・姪甥・姪甥・姪

子子 子子 子子

孫孫 孫孫 孫孫

曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫

被相続人や相続人の関係を法務局に証明してもらう制度として法定相続情報証明制度があります。本制度

により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の

払戻しなど、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人・手続きの担当部署双方の

負担を軽減することができます。

詳しくは法務局の HP（https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html）をご覧ください。

家系図 （３親等内の親族）
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故人の財産について

不
動
産

所在地 名義人 持ち分 備　考

預
貯
金

金融機関名 支店名 金　額 備　考

そ
の
他
の
資
産

名　称 内　容 保管場所など 備　考

借
入
金
・
ロ
ー
ン

借入先 金　額 返済方法 備　考

生
命
保
険
・
損
害
保
険

保険会社 種類・内容 受取人 備　考

公
的
年
金

基礎年金番号 種　類 受給金額 備　考

個
人
年
金
・
企
業
年
金

名　称 番号・記号など 受給金額 備　考

そ
の
他
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法定相続情報証明制度
あなた

の手続きを応援します！

平成29年5月29日から、全国の登記所（法務局）において、
各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

　この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。（※１）

（※１）相続手続きで必要となる書類は、各機関で異なりますので、提出先にご照会ください。

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

戸籍書類一式 法定相続情報
一覧図の写し
※無料で必要な通数
　を交付

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

制度の概要

POINT

戸籍の収集や一覧
図の作成などの手
続きは専門家（※2）
に依頼することも可
能です。
（※2）弁護士、司法書士、

土地家屋調査士、
税理士、社会保険
労務士、弁理士、
海事代理士、行政
書士

①申出（法定相続人または代理人）

1.市区町村の窓口で戸除籍謄本などを収集します。

2.法定相続情報一覧図を作成します。

3.所定の申出書を記載し、１及び２の書類を添付して
登記所に申出をします。

②確認・交付（登記所）

1.登記官による確認の後、法定相続情報一覧図を
保管します。

2.認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付し、
戸除籍謄本などを返却します。

③利用

各種相続手続きにお使いください。

法定相続情報証明制度に関する詳しい手続きは 

法務局ホームページ 検索

法定相続情報証明制度

利用する場合利用しない場合

POINT

相続手続きがいく
つもある場合にお
勧めです。手続きが
同時に進められ、時
間短縮につながり
ます。

法定相続情報証明制度について

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
外
の
主
な
手
続
き

各
種
手
続
き

委
任
状

広
告
掲
載
事
業
者

相
続
に
つ
い
て



37 3837

※コピーしてお使いください
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